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あな
たを必要

としている子どもたちがいます

　シベリア戦後強制抑留者に対する特別給
付金の請求受付が、平成22年10月25日から
始まります。
　対象者には、平和祈念事業特別基金から
請求書類をお送りします。
◆対　象　者：戦後強制抑留者で、平成22
　年6月16日に日本国籍を有するご存命の方
◆請求受付期間：
　平成22年10月25日～平成24年3月31日
◆お問い合わせ先：
　独立行政法人平和祈念事業特別基金
　　事業部特別給付金担当
　電話　0570-059-204（ナビダイヤル）
　【受付時間：9:00～18:00　平日のみ】

シベリア戦後強制抑留者シベリア戦後強制抑留者
特別給付金請求受付が特別給付金請求受付が

始まります始まります

　様々な事情で、実親と暮すことのできな
い子ども達がいます｡
　家族として自分たちの家庭に迎え、愛情
一杯に大切にしてくださる里親さんを必要
としています。
●里親制度に関心がある方はお問い合わせ
　ください。
【お問い合わせ先】
　出雲児童相談所・出雲地区里親会　
　　電話　０８５３‐２１‐０００７

里親に里親に
なりませんかなりませんか

地域社会に貢献する（社）雲南法人会の

平成22年度　税を考える週間協賛

桂　米助桂　米助さん

素晴らしき日本の文化素晴らしき日本の文化
～子供・孫・ひ孫へ伝える～

講師

演題

とき

日時

ところ

チェリヴァホールチェリヴァホール

ご来場の皆様に、税金まんが・粗品を贈呈します！！
◎小・中学生の「税の作品展」を

　　　　　　チェリヴァホール1階ロビーにて開催します。

整理券は雲南各商工会、JA雲南各支店で取り扱ってい
ます。
社団法人雲南法人会☎（0854）45-0212

主催：社団法人雲南法人会

■主催／特定非営利活動法人なごみの里

■お問い合せ先　〒693-0053島根県出雲市高松町1589-10

　　　　　　　　　　　　　　 TEL/FAX.0853-28-0687

詳しいお問合せ先

※整理券が必要です。※整理券が必要です。

先着450名様名様

入場無料

1111月1313日（土）日（土）
　（開場／午後1時・開演／午後2時）

開演30分前までにお越し下さい。

木次町木次町

2010年11月10日～11月11日
11月11日は国が定めた「介護の日」です。

前日祭 平成22年11月10日 □

会場 島根県出雲市・出雲体育館

入場料 各日500円／高校生以下無料
　　　　　　　（選手参加者5,000円）

・10時～開始　地域の物産販売と余興
・16時～17時　もり・けん先生ハーモニカコンサート

コンテスト 平成22年11月11日 □
・9時～開場　・10時～開会式

木

水

コンテスト内容
①認知症②食事③入浴
④排泄⑤ターミナルケア

NPO法人なごみの里理事長 柴田久美子

両日に記念講演会
10日 14時～15時

遠藤英俊先生
11日
国立長寿医療センター
包括診療部部長

①瞬　 　　 　　　　 　　　　〈河原れん〉
②グランドの空 　 〈あさのあつこ〉

③ひそやかな花園 　　　 〈角田光代〉

④ＳＡＭＵＲＡＩ 　　　　 〈原悦生〉

⑤あおい目のこねこ　　 〈マチーセン〉

⑥よかったなあ、かあちゃん　 〈西本鶏介〉

⑦まかせとけ 　 〈三浦太郎〉

①小さいおうち　　　 〈中島京子〉

②トッカン 〈高殿円〉

③思い出コロッケ　 〈諸田玲子〉

④帯状疱疹・ヘルペスがわかる本 〈本田まりこ〉

⑤じゃがいもポテト　 〈長谷川義史〉

⑥だれかがぼくを　 〈内田麟太郎〉

⑦うがいライオン　　 〈ねじめ正一〉

新着図書案内新着図書案内新着図書案内新着図書案内新着図書案内新着図書案内

11月の休館日
月曜日、祝日、30日

11月の休館日
日曜日、月曜日、祝日、30日

仁多カルプラ図書室仁多カルプラ図書室 横田コミセン図書室横田コミセン図書室

今月のピックアップ今月のピックアップ今月のピックアップ今月のピックアップ
「三千枚の金貨」　宮本　輝著
　どこかに金貨が埋められている。桜の木の下だという。働き盛りの男三人と彼らより一回り年
下の女性が手を組んだ。その金貨が語る膨大な物語とは、・・・　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＴＲＣマークより記載）

　一定面積以上の取引（売買、交換等）をした場合、国土利用計画法に基づき、契約後2週間以
内に、取引した土地が所在する市役所または町村役場への届出が必要です。
　届出が必要な面積は次のとおりです。

【お問い合わせ先】役場企画財政課　有線 3 1 - 5 2 4 4／電話 5 4 - 2 5 2 2

～笑顔咲く　未来の種を　その土地に～～笑顔咲く　未来の種を　その土地に～

土地取引の届出制度について

①市街化区域内の土地

②①を除く都市計画区域内の土地

③都市計画区域外の土地

　　　 町内に対象地区なし
【仁多地域】
　三成（一部）、三沢（一部）、
　馬馳（一部）、三所（一部）、
　上三所（一部）、郡（一部）
【横田地域】
　横田（一部）、中村（一部）、
　稲原（一部）、大呂（一部）、
　八川（一部）、下横田（一部）
　　　　上記以外すべて

2,000㎡以上

5,000㎡以上

10,000㎡以上

区　　域 対　象　地　区 面積要件


